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○ 総 務 省 告 示 第 九 十 二 号  

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 二 十 四 条 第 三 十 六 項 及 び 別 表 第 三 号

7
2 の 規 定 に 基 づ き 、 無 線 設 備 の 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 そ の 他 の 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 四 日  

総 務 大 臣  林   芳 正  

一  無 線 設 備 規 則 別 表 第 三 号 7
2 に 規 定 す る 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 は 、 次 に

定 め る と お り と す る 。  

 １  無 線 設 備 が 搬 送 波 を 送 信 し て い る 状 態 に あ る と き 、 又 は 無 線 設 備 が 搬 送 波 を 送 信 可 能 な 状 態 に あ

っ て 送 信 を 停 止 し て い る 状 態 に あ る と き は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 周 波 数 帯 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 許 容 値 と す る 。  

周 波 数 帯  不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値  

一 ・ 〇 GH
z

を 超 え 二 ・ 〇 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻
ふ く

射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 六 七 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 以

下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） 以 下 の 値  
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二 ・ 〇 GH
z

を 超 え 三 ・ 四 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 六 一 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

三 ・ 四 GH
z

を 超 え 一 〇 ・ 七 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 五 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

一 〇 ・ 七 GH
z

を 超 え 二 一 ・ 二 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 四 九 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

二 一 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 〇 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 四 三 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

二 七 ・ 〇 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 四 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値  
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二 八 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 三 五 GH
z

以

下 （ 注 ）  

最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 三 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

二 九 ・ 一 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 四 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

三 〇 ・ 〇 GH
z

を 超 え 三 一 ・ 一 五 GH
z

以

下 （ 注 ）  

最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 三 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

三 一 ・ 一 五 GH
z

を 超 え 六 〇 ・ 〇 GH
z

以

下  
最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 四 三 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

   注  二 八 ・ 三 五 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

以 下 又 は 二 九 ・ 五 GH
z

を 超 え 三 〇 ・ 〇 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波

を 使 用 す る と き は 、 二 八 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 三 五 GH
z

以 下 又 は 三 〇 ・ 〇 GH
z

を 超 え 三 〇 ・ 五 GH
z

以

下 の 周 波 数 で あ っ て 、 送 信 周 波 数 帯 域 の 中 心 周 波 数 か ら の 離 調 が 五 〇 〇 MH
z

以 内 の も の に つ い
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て は 、 本 表 に 掲 げ る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 を 適 用 し な い こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

、 送 信 周 波 数 帯 域 の 中 心 周 波 数 か ら の 離 調 が 占 有 周 波 数 帯 幅 の 五 〇 ％ を 超 え 一 〇 〇 ％ 以 下 の

周 波 数 帯 に つ い て は 、 最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の 四 kH
z

の 帯 域 幅

に お け る 不 要 発 射 の 平 均 電 力 は 必 要 周 波 数 帯 幅 内 に お け る 四 kH
z

の 帯 域 幅 当 た り の 平 均 電 力 か

ら 二 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 、 送 信 周 波 数 帯 域 の 中 心 周 波 数 か ら の 離 調 が 占 有 周 波 数 帯 幅 の 一 〇

〇 ％ を 超 え 二 五 〇 ％ 以 下 の 周 波 数 帯 に つ い て は 、 最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射

さ れ る 任 意 の 四 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 平 均 電 力 は 必 要 周 波 数 帯 幅 内 に お け る 四 kH
z

の

帯 域 幅 当 た り の 平 均 電 力 か ら 三 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 と す る 。  

 ２  無 線 設 備 が 搬 送 波 を 送 信 不 可 な 状 態 に あ る と き は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 周 波 数 帯 の 区 分 に 応 じ

、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 許 容 値 と す る 。  

周 波 数 帯  不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値  

一 ・ 〇 GH
z

を 超 え 二 ・ 〇 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 六 八 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 以

下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） 以 下 の 値  
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二 ・ 〇 GH
z

を 超 え 一 〇 ・ 七 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 六 二 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

一 〇 ・ 七 GH
z

を 超 え 二 一 ・ 二 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 五 六 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

二 一 ・ 二 GH
z

を 超 え 六 〇 GH
z

以 下  最 大 指 向 方 向 か ら 七 度 を 超 え る 方 向 に 輻 射 さ れ る 任 意 の

一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 不 要 発 射 の 等 価 等 方 輻 射 電 力 が

（ － ） 五 〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値  

二  無 線 設 備 規 則 第 二 十 四 条 第 三 十 六 項 に 規 定 す る 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の

限 度 は 、 前 項 ２ の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 周 波 数 帯 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 許 容 値 を

超 え な い も の で あ る こ と と す る 。  


